
制度の種類 内容

在日外国人等
高齢者給付金

老齢基礎年金等の支給が受けられない大正
15年4月1日以前生まれの在日外国人の人
に、高齢者給付金を支給します。問い合わ
せは長寿・介護保険課（☎841-1461・FAX
844-0315）へ。

車いすの貸出

外出や通院のために車いすが一時的に短期
間（おおむね3カ月以内）必要な高齢者で、介
護保険制度の利用のない人に無料でお貸し
します。問い合わせは健康福祉総合相談課
（☎841-1401・FAX 841-5711）へ。

高齢者のための制度（助成・給付）

高齢者の福祉は

用具の種類 内容

電磁調理器
おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし
高齢者などで、心身の機能低下により防火
等の配慮が必要な人に電磁調理器を給付し
ます。ガスコンロの撤去が必要となります。

問 長寿・介護保険課　
841-1461 FAX 844-0315

日常生活用具の給付

ひとり暮らしの高齢者へ

福祉
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シルバー人材センター　☎844-2901 FAX 841-1088
　豊かな経験と能力を生かし、仕事を通じて社会へ参加し
たいと希望する高齢者に仕事を提供しています。市内在住
の60歳以上の健康で働く意欲のある人は、シルバー人材セ
ンターで入会の手続きをしてください。年会費1,200円。

団体名 内容

老人クラブ

地域での仲間づくりや社会参加を実践する
60歳以上の高齢者の組織です。健康でいき
いきとした生活を送るためのさまざまな活
動を行っています。問い合わせは枚方市老
人クラブ連合会（☎844-0666・FAX 844-
0677）へ。

問 長寿・介護保険課　
841-1461 FAX 844-0315

高齢者の交流の場

制度の種類 内容

緊急通報装置
の設置

緊急のボタンまたはペンダントのボタン
を押すと自動的に消防署に通報されます。
また、相談ボタンを押すと相談室につなが
り健康問題などの相談ができます。利用で
きる人は、おおむね65歳以上のひとり暮ら
し高齢者や家族の就労によりおおむね1日
6時間以上かつ週4日以上、一人になる健康
に不安を持っている人など（申請には、民生
委員の署名や家族の状況に応じて就労証明
などが必要。お使いの電話機と接続します。
新規設置費用1,500円、通話料月額40円程
度）。問い合わせは長寿・介護保険課（☎841-
1461・FAX 844-0315）へ。

深夜帯等に
おける手助け

在宅で、高齢者が早朝・深夜帯に急な助けが
必要になったとき、緊急通報装置の相談ボ
タンを押して連絡すると、係員が訪問して
手助けを行います。利用できる人は、おおむ
ね65歳以上のひとり暮らしで、要支援・要介
護認定を受け、近隣に親族等の協力者がい
ない人。自宅に緊急通報装置を設置し、事前
に市が委託する事業者に鍵を預ける必要が
あります。係員出動1回あたり300円。問い
合わせは長寿・介護保険課（☎841-1461・
FAX 844-0315）へ。

ひらかた高齢
者SOSキーホ
ルダー

外出先で突然倒れるなど、救急搬送や保護
された時、医療機関や警察等から速やかに
連絡できるよう緊急連絡先を記載するキー
ホルダーを無料配布します。
利用いただける人は、市内に居住する65歳
以上の人、または40～64歳で認知症の症状
等がある人等。問い合わせは健康福祉総合
相談課（☎841-1401・FAX 841-5711）へ。

みまもりあい
ステッカー

認知症により行方不明になった人が発見さ
れた際に、発見者等が衣類などに貼ってあ
るステッカーに登録されているフリーダイ
ヤルに連絡すると、個人情報を保護した状
態で、あらかじめ登録されたご家族等の電
話につながり直接対話ができ身元判明・早
期保護が可能になるシステムです。利用申
込手続き代行及び入会金（ステッカー48枚）
及び年間利用料（初回1年分）を補助します。
利用いただける人は、認知症（若年性認知症
を含む）による徘徊症状がみられる要介護
または要支援認定者（市内に居住する在宅
の介護保険被保険者に限る）を介護してい
るご家族等。問い合わせは健康福祉総合相
談課（☎841-1401・FAX 841-5711）へ。

くらしの支援 団体名 内容

ひとり暮らし
老人会

校区福祉委員会等の協力のもとに、小学校
区ごとにひとり暮らし老人会があります
（休会の校区もあります）。問い合わせは社
会福祉協議会地域福祉課（☎807-3448・
FAX 841-0182）へ。

※�接種料金の免除制度はありません。取扱医療機関以外で
接種した場合、払い戻し（3,500円）制度があります。

接種費用が
助成される
任意接種

対象者 料金

高齢者
肺炎球菌

①75歳以上の人　
②�65歳以上の後期高齢者医療被
保険者

但し、公費での接種は定期接種か
任意接種どちらかで生涯1回限り
（前回の接種から5年以上あける）

医療機関設定の
接 種 費 用 か ら
3,500円を差し
引いた額が接種
料金となります。
※

接種方法
　取扱医療機関に直接予約後、接種当日健康保険証
等を持参し、接種。枚方市以外の医療機関で接種を
受ける場合は事前に手続きが必要です。
定期接種 対象者 実施期間 料金

高齢者
肺炎球菌
（ニューモ
バックス）
※ 令和6年度
変更予定

①�各年度の4月1日から3
月31日に65歳・70歳・
75歳・80歳・85歳・90
歳・95歳・100歳にな
る人
②�60～65歳未満の心臓・
腎臓・呼吸器の機能障
害及びヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫機能
障害があり身体障害者
内部障害1級と認定さ
れている人

（注）今まで接種したこと
のある人は対象になりま
せん。（全額自費での接種
含む）

4月1日～
翌年3月31日

2,000円
※

高齢者
インフル
エンザ

①65歳以上の人
②�60～65歳未満の心臓・
腎臓・呼吸器の機能障
害及びヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫機能
障害があり身体障害者
内部障害1級と認定さ
れている人

10月1日～
翌年1月31日

1,500円
※

※�生活保護受給者、市民税非課税世帯（世帯全員が非課
税）、中国残留邦人等支援給付者は免除制度あり。母子
保健課（ 840-7221）へ要事前申請。

高齢者の予防接種
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問 健康づくり・介護予防課　
841-1458 FAX 840-4496

　住み慣れた地域の中で健康でいきいきとした暮らし
ができるように自由に集まり交流する場として実施場
所の登録をしています。
　登録一覧は枚方市のホームページより確認してくだ
さい。枚方市の体操「ひらかた元気くらわんか体操」
の実施場所にもなっています。

高齢者居場所
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問 長寿・介護保険課　 841-1461 FAX 844-0315

制度の種類 内容

在宅介護用品
の支給

在宅で介護保険の要介護3～5の認定を受
けている高齢者（要介護者は市民税非課税
世帯に属していること。要介護3の人は認定
上の条件あり）に、紙おむつや介護用品を1
割の利用者負担により、現物で支給します。

訪問理美容
サービス

おおむね65歳以上の高齢者が在宅で理美
容サービスを受ける場合の訪問出張費を負
担します。利用できる人は、介護保険の要支
援または要介護1・2の認定を受けている高
齢者で、単身世帯または高齢者のみの世帯
に属する人、または要介護3～5の人（認定
上の条件あり）。
カット代は利用者負担となります。

介護支援

制度の種類 内容

福祉タクシー
の基本料金
助成

65歳以上で介護保険の要介護認定を受け
ている（認定上の条件あり）在宅の寝たき
りの高齢者が外出する時のため、福祉タク
シー（一般またはリフト付）の基本料金を1
か月に2回分助成します。市民税所得割額上
の制限があります。

給付・助成等

　保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専
門職が高齢者の抱えるさまざまな相談に応じます。最
寄りのセンターへ誰でも気軽にご相談ください。

地域包括支援センター（高齢者サポートセンター）

社協こもれび
圏域
①

856-9177
FAX 856-9188 町楠葉1-28-8

社協ふれあい ② 850-0344
FAX 850-0366

上島東町14-1
上島御浜ビル3階

聖徳園 ③ 836-5555
FAX 836-5556

牧野阪2-5-1
上羽ビル204号

安心苑 ④ 807-3555
FAX 805-3030

渚西1-6-1
メロディハイム
御殿山105号

サール・ナート ⑤ 890-7770
FAX 890-7771

田口3-1-5
サンドール
11番館1階

松徳会 ⑥ 805-2165
FAX 805-2166

宮之阪2-2-2
スカイパレス
有馬202号

美郷会 ⑦ 837-3288
FAX 837-3289 北中振1-8-13

みどり ⑧ 845-2002
FAX 845-2003

岡東町17-31
松葉ビル2階
201号

アイリス ⑨ 853-1300
FAX 853-2300

香里ケ丘9-9-1
D47号棟S5号

大阪高齢者生協 ⑩ 854-8770
FAX 854-8780

東香里元町28-32
プラ・ディオ
東香里101号室

パナソニック
エイジフリー ⑪ 864-5607

FAX 864-5608
長尾元町6-2-15
サンビレッジ
長尾1階

大潤会 ⑫ 857-0330
FAX 857-0332 長尾谷町3-6-20

東香会 ⑬ 897-7800
FAX 897-7801 津田元町1-6-5

【圏域】
①樟葉、樟葉南、樟葉北　②牧野、樟葉西　③殿山第二、船橋、
招提、平野　④殿山第一、小倉、磯島、西牧野　⑤禁野、交北、山
田、山田東　⑥桜丘、桜丘北、中宮、明倫　⑦蹉跎、蹉跎西、蹉跎
東、伊加賀　⑧枚方、枚方第二、山之上　⑨香里、開成、五常、香
陽　⑩春日、川越、東香里　⑪菅原、長尾、西長尾　⑫田口山、
菅原東、藤阪　⑬津田、氷室、津田南

問 健康福祉総合相談課　 841-1401 FAX 841-5711

地域包括支援センター（高齢者サポートセンター）

高齢者を介護される人へ
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　要介護認定審査の結果、「要支援1・2」と認定された人
は「介護予防サービスまたは介護予防・生活支援サービ
ス事業」を、「要介護1～5」と認定された人は「介護サー
ビス」を利用することができます。

介護保険でサービスを受けるには

65歳以上の人（第1号被保険者）…年金から引き
去りされる「特別徴収」と納付通知書によって銀行・コ
ンビニ等の窓口で納付していただく「普通徴収」の2
つの方法があります（※普通徴収の人は口座振替によ
る納付もできます）。ただし、2つの納付方法について
は、法で規定されているため、納付方法を選択するこ
とはできません。
40歳から64歳までの人（第2号被保険者）…加入
している医療保険（国民健康保険など）の保険者が算
定・徴収します。

保険料の納付方法は

65歳以上の人（第1号被保険者）…要介護認定申
請を行い、要介護または要支援の認定を受けた場合
40歳から64歳までの人（第2号被保険者）…初老
期認知症や脳卒中などの加齢による病気（16の特定
疾病）があり、要介護認定申請を行い要介護または要
支援の認定を受けた場合

介護保険のサービスを受けられるのは

問 障害支援課　 841-1457 FAX 841-5123
障害企画課 841-1152 FAX 841-5123

身体障害者手帳
　視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・肢体及び
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫・肝臓の機能に障害がある人で、
身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められ
た人に交付します。指定医師の診断が必要ですので、
詳しい手続きについてはお問い合わせください。
療育手帳
　大阪府中央子ども家庭センターまたは大阪府障がい
者自立相談支援センターで知的障害と判定された人に
交付します。詳しい手続きについてはお問い合わせく
ださい。
精神障害者保健福祉手帳 …統合失調症やうつ病、
てんかん、中毒性精神病など精神疾患のある人のう
ち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会
生活に制約があると認められた人に交付します。詳し
い手続きについてはお問い合わせください。

障害者手帳の交付について

障害者の福祉は

　介護保険制度は、社会全体で介護を支え、利用者
の希望を尊重した総合的なサービスを安心して受けら
れる仕組みで、40歳以上の人の保険料と公費（税金）
で運営されています。

問 長寿・介護保険課　 841-1460 FAX 844-0315

介護保険制度について

　障害のある人が地域で自立した生活を送るためのサ
ービスです。「自立支援給付」や「地域生活支援事業」
のサービスの利用にあたっては、その費用の1割や施
設での食費・光熱水費等が必要になりますが、負担軽
減の制度もあります。詳しくはお問い合わせください。

障害者総合支援法に基づくサービス

要支援1・2の人 …地域包括支援センター（高齢者サ
ポートセンター）がケアプランを作成します（地域包括
支援センターと委託契約をしている居宅介護支援事業
所でケアプランの原案作成を行うこともあります）。
要介護1～5の人 …居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーがケアプランを作成します。
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◆障害児通所支援
　児童発達支援
　医療型児童発達支援
　放課後等デイサービス
　居宅訪問型児童発達支援
　保育所等訪問支援
◆障害児相談支援

問 自動車税（種別割）の減免…大阪府北河内府税事務所
844-1331 FAX 846-3988

自動車税（環境性能割）の減免…大阪自動車税事務所寝屋川分室
823-1801 FAX 820-1143
軽自動車税（種別割）の減免…市民税課
841-1352 FAX 841-3039
市・府民税…市民税課
841-1353 FAX 841-3039
所得税…枚方税務署
844-9521

水道料金・下水道使用料…上下水道局お客さまセンター
848-5518 FAX 898-7760

　自動車税（種別割）・自動車税（環境性能割）・軽自
動車税（種別割）などの減免のほか、所得税・住民税
等の障害者控除、水道料金・下水道使用料の基本料
金等の減免などがあります。

税の減免・公共料金等の割引

　手帳の種類、等級などの条件により、鉄道・バス・
航空運賃や有料道路の割引などのほか、点字郵便物
の無料取り扱い、映画館などの入場料の割引などがあ
ります。詳しくはそれぞれの窓口案内または障害支援
課へお問い合わせください。

運賃などの割引
地域生活支援事業

◆相談支援事業
◆意思疎通支援事業
◆日常生活用具給付事業
◆移動支援事業
◆ 地域活動支援センター
事業
◆ 成年後見制度利用支
援事業
◆その他の事業
（日中一時支援など）

自立支援給付

◆補装具

◆自立支援医療

障害福祉サービス
◆介護給付
　居宅介護（ホームヘルプ）
　重度訪問介護、行動援護
療養介護、生活介護、同行援護
　短期入所（ショートステイ）
　重度障害者等包括支援
　施設入所支援
◆訓練等給付
自立訓練（機能訓練、生活訓練）
　就労移行支援
　就労継続支援（A型、B型）
　就労定着支援
　自立生活援助
共同生活援助（グループホーム）
◆相談支援給付
　計画相談支援
　地域相談支援

　障害のある児童やその家族に対して、専門的な支援
を行うサービスです。サービスの利用にあたっては、そ
の費用の1割や食費等が必要になりますが、負担軽減
の制度もあります。詳しくは、障害支援課へお問い合
わせください。
「児童福祉法」に基づくサービス体系

児童福祉法に基づくサービス

「障害者総合支援法」に基づくサービス体系
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　配食サービスや緊急通報装置の貸与、1人暮らし重
度身体障害者火災予防点検、福祉タクシーの基本料
金助成も行っています。詳しくは障害企画課へ。

その他

大阪府営住宅 …住宅に困っている低所得の人のた
めに、府営住宅の総合募集が4月・6月・8月・10月・
12月・2月の年6回あります。また、福祉世帯向け住宅
や車いす常用の身体障害者（児）が住みやすいように
トイレなどに手すりを付けた車いす常用者世帯向け住
宅の募集もあります。
問  枚方市内の府営住宅（村野住宅を除く） 
近鉄住宅管理株式会社　大阪府営住宅枚方管理センター
☎861-1090 FAX 861-1095
村野住宅　日本管財株式会社　大阪府営住宅村野管理センター
☎807-6755 FAX 843-1765

重度障害者住宅改造助成 …障害者が在宅生活を
送る上で、日常生活動作の改善や介護者の負担軽減
を目的とする住宅改造に要する費用の一部を助成しま
す。なお、助成は申込受付後、順次、相談・訪問・調
査をし、予算の範囲内で行います。
問  障害支援課 
☎841-1457 FAX 841-5123

住宅

制度の種類 対象・内容

自動車運転
免許取得助成

身体障害者手帳1・2級で本人が市民税
非課税で自動車教習所の教習を修了し、
免許証の交付を受けてから6か月以内
の人に、教習に要した費用の一部を助成
します。

自動車改造費の
助成

身体障害者手帳所持者が、就労などのた
めに本人または家族が所有する自動車
の運転操作に関わる部分を改造する場
合にその費用の一部を助成します（所得
の制限あり）。

駐車禁止除外指定
車標章の交付

交付基準を満たした場合、駐車禁止除
外指定車標章の交付を受け、駐車禁止
場所に一時的に駐車することができま
す。詳しくは、枚方警察署交通規制係（☎
845-1234、FAX 841-8251）、交野警察
署交通規制係（☎891-1234、FAX 891-
1346）へ。

自動車

制度の種類 対象・内容

特別障害者手当
重度の障害により、日常生活において常
時特別な介護を要する在宅の20歳以上
の人で、支給要件を満たしている人に支
給します（所得制限あり）。

障害児福祉手当
重度の障害により、日常生活において常
時の介護を要する在宅の20歳未満の人
で、支給要件を満たしている人に支給し
ます（所得制限あり）。

大阪府重度
障がい者在宅生活
応援制度

身体障害者手帳1・2級と療育手帳Ａの
手帳をあわせ持っている重度障害者
（児）の介護者で支給要件を満たしてい
る人に支給します。

特別児童扶養手当 →74ページ参照

手当
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障害者相談支援センター …福祉サービスや福祉施
設・福祉機器の利用相談、制度の紹介や情報の提供、
自立生活のサポート等を行っています。

枚方市障害者就業・生活支援センター
　障害者の就労に関する相談支援を行います。
問  枚方市障害者就業・生活支援センター 
☎090-2064-2188 FAX 848-8911

名称 住所 連絡先
パーソナルサポート
ひらかた

中宮山戸町
10-12-105

☎848-8825
FAX 848-7920

地域支援センター
ゆい

上島東町14-1　
上島御浜ビル2階

☎894-7470
FAX 894-7471

相談支援センター
陽だまり 交北2-7-15 ☎・FAX 809-0015

区分 名称 住所 連絡先

身体
障害者

障害者相談
支援センター
わらしべ

長尾谷町1-101-
1

☎868-1301
FAX 868-3305

知的
障害者

地域生活支援
センターにじ

伊加賀西町52 -
12

☎090-8216-4911
FAX 845-1451

精神
障害者 クロスロード 川原町9-4

第2浜田ビル2階 ☎・FAX 843-4100

身体・知的・
精神障害者

地域活動支援
センター
ののはな

長尾元町5-10-6
村田ビル1階 ☎・FAX 845-6883

基幹相談支援センター …地域の相談支援の拠点。
地域の相談支援体制強化の取り組みを総合的に行い
ます。

問 障害支援課　 841-1457 FAX 841-5123

障害者の相談窓口について

　おひとりで公共交通機関を利用して移動することが
困難な人で、身体障害者手帳・療育手帳および精神障
害者保健福祉手帳をお持ちの人や、介護保険の要支
援・要介護認定を受けている人などを対象に、発着地
のいずれかが枚方市内にあれば、タクシー運賃のおお
むね2分の1程度の料金で目的地へ送迎してもらえるサ
ービスです。共同配車センターまたは、各事業所に登
録を済ませ、利用したい日が決まれば、登録した共同
配車センターまたは、事業所に利用申し込みをしてく
ださい。
問 障害支援課
☎841-1457 FAX 841-5123
共同配車センター（社会福祉法人であい共生舎）
☎848-8938 FAX 848-8911

福祉移送サービス

 市立障害者社会就労センター（セルプわらしべ）
　障害者に就職支援・作業指導を行っています。広い
敷地内では馬を活用した地域貢献活動などを行ってい
ます。
問  セルプわらしべ　☎858-1425 FAX 858-9398

問 障害企画課　 841-1152 FAX 841-5123

障害者施設について

 市立ひらかた子ども発達支援センター
就学前の障害児や発達上支援の必要な子どもに対し、

発達や障害に応じた専門的な保育・療育を提供する通所
施設です。その他、障害や発達に関わる相談に幅広く
応じる相談支援、通所支援を利用していない障害児や
発達上支援の必要がある子どもとその保護者を対象と
した地域支援、理学・作業療法士や言語聴覚士による
個々の状況に応じたリハビリテーションを行っています。

問 市立ひらかた子ども発達支援センター
807-5373 FAX 898-4173

障害児施設について
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相談内容 相談場所・電話番号・FAX番号 備考

ふくし相談
（いきいきネット
相談支援センター）

社会福祉協議会（新町2-1-35�ラポー
ルひらかた内）
☎807-3448 FAX 841-0182

相談員…�コミュニティソーシャルワーカー
受付時間…月～金（祝日除く）　午前9時～午後5時30分

社会福祉協議会（上島東町14-1�ル
ファルひらかた社協内）
☎856-9155 FAX 841-0182

相談員…�コミュニティソーシャルワーカー
受付時間…月～金（祝日除く）　午前9時～午後5時30分

障害者虐待防止センター 障害支援課（市役所別館1階）
☎841-5301 FAX 841-5123

相談員…障害支援課担当職員
相談日…�月～金（祝日除く）　午前9時～午後5時30分
　　　　（土・日曜、祝日および時間外は留守電対応）

相談窓口

　各種活動をするボランティアが登録し、その活動の
拠点となっています。ボランティア活動を始めたい人
や、ボランティア支援を必要とする人はご相談くださ
い。月～金曜午前9時～午後5時30分（土・日曜、祝
日と年末年始は休業）。

問 枚方市ボランティアセンター（社会福祉協議会）
841-0181 FAX 841-0182

ボランティア活動について

　権利擁護の相談に応じ、成年後見制度をはじめとす
る制度の説明・助言、利用に向けた支援等を行ってい
ます。
　認知症や障害により判断能力が不十分であることか
ら「お金の管理が上手くできない」「書類の手続きに困
っている」、また「将来に向けての備え」などご相談く
ださい。

問 ひらかた権利擁護成年後見センター（こうけん ひらかた）
807-5442 FAX 845-1897

権利擁護に関する相談は

　民生委員・児童委員は厚生労働大臣からの委嘱を受
け、福祉に関するさまざまな相談に応じる身近な相談
相手です。福祉制度の紹介や関係機関、専門職などと
連携して地域福祉推進のための活動を行っています。
また、児童に関する相談や支援を専門的に行う主任児
童委員もいます。各委員には守秘義務があります。お
住まいの地域を担当する委員の連絡先が分からない場
合は、健康福祉政策課か民生委員児童委員協議会へ
お問い合わせください。

問 健康福祉政策課
841-1319 FAX 841-2470
民生委員児童委員協議会（社会福祉協議会内）
807-3448 FAX 841-0182

民生委員・児童委員に気軽にご相談を

問 社会福祉協議会

募金・献血にご協力を

募金
☎844-2443 FAX 807-5779
　赤い羽根共同募金（10月～12月）や歳末たすけあい
募金（12月）、赤十字運動（日赤活動資金募集、5月・
6月）を行っています。
献血
☎807-3448 FAX 841-0182
　関係機関や団体で組織された「献血推進協議会」が
中心となって、輸血用血液を確保するための献血推進
運動を行っています。献血の日程と場所は、「 広報
ひらかた」でお知らせします。

64

２３０５枚方市5(SG180)行政最終.indd   64 2023/04/27   11:20:50



問 健康福祉総合相談課
841-1401 FAX 841-5711

生活困窮に関する相談 …仕事や暮らしのことなどで
経済的に困っている人に相談支援員が1人ひとりの状
況に寄り添い解決策を一緒に考え自立に向けた支援を
行っています。

　さきの大戦などにおいて勤務などをした軍人や戦傷病者、旧軍人・軍属の遺族の人々に、国では恩給法、戦傷
病者戦没者遺族等援護法による援護を行っています。

問 健康福祉政策課　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 841-1369 FAX 841-2470
大阪府社会援護課恩給援護グループ　 　 　 06-6944-6662
総務省政策統括官（恩給担当）恩給相談室　 03-5273-1400

戦没者遺族・戦傷病者などの援護

種類 対象者及び貸付内容 申請に必要なもの 窓口

く
ら
し
の
資
金

一般生活
資金

低所得の一時的生活困窮世帯、また
は天災ほか不慮の災害による生活困
窮世帯。貸付限度額は20万円。連帯保
証人が必要（13万円以下の貸付には
不要）です。

自立更生ができる。返済
できる収入がある（所得
制限あり）。枚方市に3か
月以上居住（住民基本台
帳に記載）している。最低
生活の維持または高額療
養費の支払い目的で使用
されるものであること。
ほかの条件あり。

実印、印鑑証明書、収入証
明書ほか。 健康福祉総合相談課

高額療養
費資金

健康保険法施行令などに基づく高額
療養費の支給該当者で低所得の一時
的生活困窮世帯。貸付限度額は高額
療養受給見込額の9割以内。

生活福祉資金
低所得者、高齢者及び障害者などの世帯を対象に、病気、災害、就
学などに必要な資金を貸し付けます。連帯保証人が原則1人必
要です。設定できない場合は年1.5％の利子がかかります（所得
制限あり）。

民生委員意見書、住民票、
貸付事由を証する書類な
ど。

社会福祉協議会
生活支援課

緊急小口生活
資金

傷病、賃金の未払い・遅配などが原因で一時的に生活困窮に陥っ
た世帯に対し、生活の改善、自立のために必要な資金を貸し付け
ます（連帯保証人不要）。貸付限度額は10万円。

生活困窮者自立相談支援
機関意見書、貸付事由を
証する書類、住民票など。

総合支援資金
失業や減収により生計の維持が困難となった世帯に対し、生
活再建のための生活資金等を貸し付けます。貸付期間は3か月
以内。連帯保証人が原則1人必要です。設定できない場合は、年
1.5％の利子がかかります。

生活困窮者自立相談支援
機関意見書、住民票、離職
票、離職前の収入証明、求
職票など。

不動産担保型
生活資金

住み慣れた我が家で安定した生活を送るため、不動産を担保に
生活資金を貸し付けます。対象要件は、世帯員が65歳以上で、借
入申し込み者がその所有する不動産に5年以上居住しているこ
となど。

戸籍謄本、土地の登記簿
謄本など。

　低所得の一時的な生活困窮世帯などに対し、下表の貸付制度があります。

問 健康福祉総合相談課　　　 841-1401　  FAX 841-5711
社会福祉協議会生活支援課　 807-5442 FAX 845-1897

生活資金等の貸付

生活保護に関する相談 …利用できる資産（財産）や
働く能力、親・子・親類などからの扶養援助、年金等
その他の制度・施策などを使っても、なお生活に困る
場合は生活福祉課へご相談ください。

問 生活福祉課　 841-1452 FAX 841-4123

生活にお困りのときはご相談を

　市から提供される福祉・保健サービス（高齢者・障
害者・児童福祉等）について、その対応に納得がいか
ないときは、第三者機関である福祉オンブズパーソン
（福祉保健サービス苦情調整委員）に申し出てくださ
い。公平かつ中立の立場で苦情を調査し、必要な場合
は、市に意見表明やサービス内容の是正勧告、制度
改善の提言を行います。市は、その意見などを尊重し
て苦情に対応します。
苦情の申し込み
　福祉オンブズパーソン事務局へ。無料。

問 福祉オンブズパーソン事務局（健康福祉政策課内）
841-1319 FAX 841-2470

福祉オンブズパーソン制度について
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